
2025年度

※フルガードくんシニアは､三菱重工グループの団体総合生活保険のペットネームです｡



今年度の一斉募集期間中に再度告知事項を確認頂き､

です｡
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一斉募集の です！

詳細は｢健康状態告知書｣をご確認ください｡またお申込みにあたっては､｢告知の大切さに関するご案内｣をご確認のうえ､ご質問にご回答ください｡

①特定疾病等不担保特約付帯の有無

②再告知の方法

ｱ~ｴのいずれかに〇がついてる場合､
特定疾病不担保特約が付帯されてい
ます｡

質問1~2もしくは３につい
て告知ください｡

告知日および告知署名ください｡
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質問１ 告知日(ご記入日)現在､病気やケガで入院中､または入院か手術をすすめられていますか｡

質問２ 告知日(ご記入日)より過去１年以内に病気で､継続して１０日以上の入院をしたことがありますか｡

詳細は｢健康状態告知書｣をご確認ください｡またお申込みにあたっては､｢告知の大切さに関するご案内｣をご確認のうえ､ご質問にご回答ください｡



3

質問１ 今までに｢がん｣または｢上皮内がん｣と医師に診断されたことがありますか｡*1

質問２ 告知日(ご記入日)より過去２年以内に以下のいずれかに該当したことがありますか｡
①健康診断･人間ドックにおいて対象となる検査を受けた結果､臓器もしくは検査結果の異常(要治療･要精密検
査･１年以内の要再検査をいいます｡)を指摘されたこと*2
②医師の診察の結果､別表の病気や所見､症状により継続して診察(服薬･治療を含みます)･検査を受けるように
指導されたこと

上記は健康状態告知書の抜粋です｡*1 ｢がん｣または｢上皮内がん｣に含めて告知いただきたい病気の例､*2 対象となる検査は｢健康状態告知書｣でご確認ください｡

ポリープ･しゅよう等 しゅよう※1､結節※1､腫瘤※1(しゅりゅう)､GIST(ジスト､ギスト)､カルチノイド､異形成､白板症､
多発性ポリープ(ポリポーシス)※2､病理検査や細胞診での異常

消化器系の病気 肝硬変､慢性肝炎､肝機能障害(入院や治療を伴うもの)､慢性アルコール性肝機能障害､
NASH(非アルコール性脂肪肝炎)､アルコール性肝炎､門脈圧亢進症､食道静脈瘤

呼吸器系の病気 COPD(慢性閉塞性肺疾患)､肺気腫､慢性気管支炎､肺線維症､じん肺､けい肺､間質性肺炎

腎臓の病気 慢性腎機能障害､慢性腎不全､慢性腎炎､尿毒症

その他 B型肝炎ウイルスキャリア､C型肝炎ウイルスキャリア､貧血(鉄欠乏性貧血を除きます)

症状※3 しこり､出血(不正出血､喀血､吐血､下血､肉眼的血尿)､黄疸
※１｢がん､上皮内がん､または異形成｣とは異なる病気と診断された場合は｢なし｣となります｡
※２ 大腸などひとつの臓器に多数のポリープが存在する状態をいいます｡
※３｢がん､上皮内がん､もしくは異形成｣とは異なる病気と診断された場合､またはその症状に対する診察(服薬･治療を含みます)･検査の結果､告知日時点で医

師による診察(服薬･治療を含みます)･検査が終了している場合は｢なし｣となります｡

詳細は｢健康状態告知書｣をご確認ください｡またお申込みにあたっては､｢告知の大切さに関するご案内｣をご確認のうえ､ご質問にご回答ください｡



告知書の質問をよくお読みいただき､ご記入ください｡

所得補償･団体長期障害所得補償(GLTD)･医療補償･がん補償･介護補償に新たにご加入される場合､または更新にあたり補償内容をアップされる場合*1には､保
険の対象となる方(被保険者)について健康状態の告知が必要です｡
*1 更新前契約に補償対象外となる病気･症状が設定されており､告知書ご記入日時点で､告知書記載の質問すべてのご回答が｢なし｣となる場合を含みます(更新後契約につい

ては補償対象外となる病気･症状を補償対象にすることができます｡告知書にご回答がない場合には､更新前契約と同条件での更新となります｡)｡
※医療補償またはがん補償で家族タイプにご加入される場合には､保険の対象となる方(被保険者)ご本人のほか､配偶者様や満23歳未満のお子様全員についても告知が必要です｡

※一括告知制度を採用している場合は､ご契約者が一括してご記入ください｡
*1 ご家族の方を保険の対象とする場合は､ご家族の方ご自身がご記入ください｡

介護補償にのみ(追加)加入される場合で､団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者､子供､両親､兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方(被
保険者)とするときには､被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで､代理で告知いただけます｡

*2 更新時に補償内容をアップされた場合､補償内容をアップされた部分については､保険金をお受け取りいただけないことがあります｡

告知いただく内容例は次のとおりです｡

① 入院または手術の有無(予定を含みます｡)
② 告知書記載の特定の病気･症状に関する､過去２年以内の医師の指示
による検査･治療(投薬の指示を含みます｡)の有無

③ 過去２年以内の健康診断･人間ドックにおける所定の検査の異常指摘の
有無 等

※ 告知いただく内容は､保険種類等によって異なりますのでご注意ください｡詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください｡

以下のケースも告知が必要となります｡

●現在､医師に入院や手術をすすめられている｡
●過去２年以内に告知書記載の特定の病気について医師の
指示による投薬を受けていたが､現在は完治している｡
●過去２年以内の健康診断における告知書記載の検査で
｢要精密検査｣と指摘をされたが､精密検査の結果､異常は
見つからなかった｡

新たな保険契約への切換の場合､新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります｡詳しくは､重要事
項説明書をご確認ください｡

告知すべき内容を後日思い出された場合には､≪お問い合わせ先≫までご連絡ください｡

所得補償･団体長期障害所得補償(GLTD)･医療補償･介護補償については､支払責任の開始する日よりも前に
被っているケガまたは病気･症状を原因として､支払責任を開始する日以降に就業不能や入院等をされた場合には､そ
の原因が告知対象外のケガまたは病気･症状であったり､正しく告知いただいていた場合であっても､保険金のお支払対
象とならないことがあります｡ただし､支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した就業不能や入院等につい
ては､保険金のお支払対象となります｡

※お客様控のない加入依頼書の場合は､お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください｡
※インターネット等によりお手続きされる場合は､告知書へ記入することにかえて､画面上に入力してください｡
また､本資料中の｢告知書｣は｢健康状態の告知の画面｣と読み替えてください｡

この資料は告知の大切さについて､その概要を記載したものです｡
告知に関するお問い合わせは､ ≪お問い合わせ先≫までご連絡ください｡
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２加入内容変更
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◆ ､および は､下記❶～⓬のご案内に沿ってご記入ください｡
※ は､該当項目の し､変更後の内容を
ご記入ください｡
※本契約は自動更新です｡ は❶❸❹にご記入･ご署名のうえ､加入依頼書をご提出いただく必要があります｡
◆❶❹❼❽については漏れなく記入し､印字されている場合は印字内容が正しいことをご確認ください｡
◆加入依頼書は､保険の対象となる方(被保険者)ご本人１名につき１部必要となります｡保険の対象となる方(ご本人)の 人数に応じて､必
要部数を《お問い合わせ先》までお申出ください｡

※下記加入依頼書はイメージです｡実際の加入依頼書や募集内容とは異なる場合があります｡

ご記入日
(加入依頼日)

(必ずご記入ください)

令 和 年 月 日

加入者
保険期間 令和 ００年００月００日～令和００年００月００日

払込方法･
回数

ご住所

郵便
番号

連絡先
(電話番号)

加入者
証券番号

被保険者明細番号

カナ 生年月日
年 月 日

性 別
男性 女性

漢字 所属名
カナ

漢字

お名前

ご署名
･

ご捺印

カナ
私は左頁｢ご加入時の同意内容について｣を確認
し､契約者である企業･団体に対して加入(変更､
更新しない等)を依頼します｡

所属コード

漢字
個人の場合はフルネームで自署､法人の場合は捺印をお願いします｡

社員コード

１新規に加入 更新 ３被保険者明細追加 ４本被保険者明細は
更新しない ５全員更新しない

印

加入者
と同じ
異なる場合のみ
右欄に記入

明治 大正 昭和

平成 令和

本人
の
ご住所

カナ

漢字

〒
住所
(建物)
所在地

加入者
と同じ

異なる場合のみ
右欄に記入

☆職業･職務
(傷害･所補のみ)

(3桁コード ご参照)
傷害補償
職種級別 A B 所得補償

基本級別 級

がん保険金
受取人指名
(カナ)

被保険者本人
からみた受取人
の続柄

( ご参照)

本人
の

お名前

カナ ★生年
月日 年 月 日

加入者からみた続柄
(2桁コード ご参照)

漢字 ★性別 男性 女性 ★他の
保険契約等

裏面に詳細を
ご記入ください｡

▲がん補償で被保険者本人の保険金受取人をご自身(被保険者本人)以外の方に指定する場合に記入｡
タイプごとの補償内容や保険料等については募集パンフレット等にてご確認ください｡

1

傷害補償

2

所得補償

3
団体長期所
得補償

4

医療補償

5

がん補償

6

介護補償

7

個人賠責

8

携行品

9
ホールイン
ワン

タイプ 口数 タイプ 口数 タイプ 口数 タイプ 口数 タイプ 口数 タイプ タイプ タイプ タイプ

被保険者･1回分保険料

円

加入者･1回分保険料

円

(注)被保険者明細が
複数部の場合は､合算
した保険料を記入

★
被
保
険
者
本
人

なし あり

なし あり
全て
なし

1つ以上
あり

ア ウ

イ エ

所得補償

なし あり

なし あり

ア ウ

イ エ

医療補償

なし あり

なし あり
全て
なし

1つ以上
あり

ア ウ

イ エ

団体長期所得傷害補償

＊5 特にお申し出がない限り､更新前契約と同内容での更新となります｡
＊6 被保険者本人が満15歳未満の場合には､親権者･後見人等(後見人･保佐人･補助人)の代表者１名

が全員の合意をいただいたうえで､被保険者に代わってご署名ください｡(ご署名例：安心ショウタ 親権者
安心ヒロシ)

なし あり

なし あり

がん補償
★
被
保
険
者
本
人

全て
なし

1つ以上
あり

介護補償
★
被
保
険
者
本
人

告知日(ご記入日) 令 和 年 月 日

被保険者本人または
親権者･後見人等*6

(自 署)

健康状態告知の内容､ご加入時の同意内容､【がん
補償の場合】 ｢加入依頼書｣がん保険金受取人の
指定の内容*5について確認･同意します｡

介護補償のみに(追加)加入される場合､団体構成員のご家族(団体構成員の
配偶者､子供､両親､兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる

明治 大正 昭和

平成 令和

あり
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｢ご記入日｣：必ず記入してください｡

加入のお申込みをされるお客様【ご加入者】：
｢ご住所｣､｢お名前｣の｢カナ｣･｢漢字｣､ ｢電話番号｣､
｢生年月日｣､｢性別｣等の必要事項をご記入ください｡
※｢電話番号｣と｢郵便番号｣にはハイフンを入れてください｡

フルネームの自署をお願いします｡

｢ご希望のお手続き｣に○をしてください｡

保険の対象となる方【被保険者】
｢本人のお名前｣､｢生年月日｣､｢性別｣：
《ご加入者と同じ場合》
→｢ご加入者と同じ｣に○をし､

です｡
《ご加入者と異なる場合》
→各項目をご記入ください｡

保険の対象となる方【被保険者】
｢本人のご住所｣：
《ご加入者と同じ場合》
→｢ご加入者ご住所と同じ｣に○をし､

です｡
《ご加入者と異なる場合》
→｢本人のご住所｣をご記入ください｡

｢加入者からみた続柄｣：
｢続柄コード｣表より該当するコードをご記入ください｡
｢★他の保険契約等｣：
該当がある場合は､｢あり｣に○をし､加入依頼書裏面
に内容をご記入ください｡

01 本人 07 孫
02 配偶者 08 その他親族
03 父 母 10 雇用主(法人)
04 子 11 雇用主(個人事業主)
05 兄弟姉妹 12 従業員
06 祖父母 99 その他

《傷害補償にご加入の場合のみ》
｢☆職業･職務｣*1､｢職種級別｣*2
※

です｡
《所得補償にご加入の場合のみ》
｢☆職業･職務｣*1､｢基本級別｣*2
*1 ｢職業･職務コード｣表より該当するコードをご記入ください｡
*2 パンフレット等でご確認ください

01 本人 07 孫
02 配偶者 08 その他親族
03 父 母 10 雇用主(法人)
04 子 11 雇用主(個人事業主)
05 兄弟姉妹 12 従業員
06 祖父母 99 その他

《がん補償にご加入の場合のみ》
がん補償で被保険者本人の保険金受取人をご自身(被保険者本
人)以外の方に指定する場合は｢がん保険金受取人氏名(カナ)｣､
および｢被保険者本人からみた受取人の続柄｣を｢続柄コード｣表記
載のコードにてご記入ください｡

010 事務職 060 建設作業者
020 営業職 070 家事従事者
030 自動車運転者 080 学生
040 運輸従業者 090 無職者･年金生活者
050 金属製造加工作業者 990 その他
｢その他｣の場合は加入依頼書裏面の記入欄に具体的にご記入ください｡

ご加入いただく｢タイプ｣(口数募集の場合は｢口数｣)をご記入ください｡

｢被保険者･１回分保険料｣：
被保険者ごとの１回分の保険料をご記入ください｡

｢加入者･１回分合計保険料｣：
加入者ごとの１回分の保険料をご記入ください｡

※被保険者明細が複数部の場合は､合算した保険料をご記入ください｡

健康状態告知｢回答記入欄･署名欄｣：
･ ください(E｢加入依頼書｣に複写されます｡)｡
･下記の各補償に新規ご加入の場合､または健康状態告知が必要となる場合(B｢告知の大切さに関するご案内｣頁にてご確認ください｡)にのみ､
ご記入･ご署名(自署)ください(その他の場合は記入不要です｡)｡
◆所得補償･団体長期障害所得補償：質問１～３の回答･告知日･自署欄
◆医療補償･がん補償：質問１～２の回答･告知日･自署欄
◆介護補償：質問１の回答･告知日･自署欄
※介護補償のみに団体構成員のご家族(配偶者､子供､両親､兄弟および同居の親族)を保険の対象となる方(被保険者)としてご加入いただく場合､被
保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで､代理で告知することができます(この場合は､団体構成員がご署名く
ださい｡)｡ただし､告知内容が正しくない場合には､ご契約が解除され､保険金をお受取りいただけないことがありますので､ご注意ください｡
※被保険者(本人または家族タイプのお子様)が満１５歳未満の場合には､親権者･後見人等(後見人･保佐人･補助人)の代表者１名が全員の合意
を得たうえで､被保険者に代わってご署名ください｡(例：安心ショウタ 親権者 安心ヒロシ)

誤った記入やあらかじめ印字されている内容を二重線で抹消､正しい内容をご記入のうえ､訂正署名(自署)または訂正印をお願いします｡
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＜共通＞
Ｑ︓誰が加入できますか｡

加入者(加入のお申込みをされる方･保険料を⽀払う方)は三菱重工グループおよび関係会社の退職者の方と
なります｡被保険者(保険の対象となる方)については､｢保険の対象となる方(被保険者)について｣のページ
をご確認ください｡

Ｑ︓本人は対象にせず､家族のみでも加入できますか｡
加入できます｡加入可能な家族の範囲は｢保険の対象となる方(被保険者を)について｣のページをご参照くだ
さい｡ただし､加入者(加入のお申込みをされる方･保険料を⽀払う方)は､退職者本人のみとなります｡

Ｑ︓毎年､加入依頼書が送付されてきますが､提出しないといけませんか｡
⾃動更新ですので､ご加入内容に変更がない場合は､ご提出不要です｡ご加入内容や､お客様情報に変更があ
る場合は､必要事項を記入の上､ご提出ください｡

Ｑ︓加入依頼書をなくしてしまいました｡
加入依頼書を再送付いたしますので､代理店までご連絡ください(ご加入内容や､お客様情報に変更がなけれ
ば､⾃動更新されますのでご提出は不要です｡)｡

Ｑ︓年末調整･確定申告時に保険料控除の対象になりますか｡
お⽀払いいただく保険料のうち､介護補償･医療補償･がん補償が､【介護医療保険料控除】の対象となりま
す｡上記以外の補償の保険料につきましては､保険料控除の対象となりませんのでご了承ください｡
※上記｢税法上の取扱い｣は､今後税制改正により変更となる場合がありますので､ご注意ください｡

Ｑ︓退職者の配偶者(退職者ではない)の別居の両親は加入できますか｡
加入できます｡｢保険の対象となる方(被保険者)｣ご本人として加入できる家族には､同居か別居かにかかわ
らず､退職者の配偶者の両親も含まれます｡詳しくは｢保険の対象となる方(被保険者)について｣のページを
ご確認ください｡

Ｑ︓保険証券は､どこに届きますか｡
お送りするのは保険証券ではなく｢団体保険加入者票｣で､ご加入者様の住所に送付されます｡

Ｑ︓今回の募集期間に申込みが間に合わない場合､来年まで入れませんか｡
中途加入が可能です｡何日からでも加入は可能ですが､毎月の応当日(１日)を基準に､保険料は１ヶ月分いた
だくことになります｡

Ｑ︓単身赴任で配偶者と別居になります｡配偶者の補償は更新できますか｡
更新できます｡配偶者については全ての補償で､退職者との同居を条件としていません｡配偶者の定義は｢保
険の対象となる方(被保険者)｣のページをご確認ください｡

＜その他共通＞

Ｑ︓⼦供が就職して別居します｡現在加入している補償は更新できますか｡
更新できます｡婚姻歴のない未婚のお⼦様について､別居となることで更新できなくなる補償はありません｡

Ｑ︓⼦供が結婚して別居します｡現在､｢家族型｣で加入している補償は更新できますか｡
既婚の別居のお⼦様は｢家族型｣では補償対象外となります｡

＜中途加入について＞

Ｑ︓保険金請求はどこに連絡すれば良いですか｡
裏表紙に記載の《事故時の連絡先》へご連絡ください｡

＜事故発生時＞
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＜日本国外の取り扱いについて＞
Ｑ︓海外で起きたケガや事故等も補償の対象となりますか｡
日本国内のみの補償は､住宅内生活⽤動産､ホールインワン･アルバトロス費⽤､弁護士費⽤等補償となりま
す｡また､個人賠償責任のうち､他人から借りた物の賠償責任は日本国内で借りた物のみ対象となります｡それ
以外の補償については､海外での病気･ケガや事故もお⽀払いの対象となります｡なお､個人賠償責任の示談交
渉サービスは国内での事故(訴訟が国外で提起された場合等を除く｡)に限ります｡

Ｑ︓病気になって入院や手術をすれば､どんなものでも保険金が支払われますか｡
病気を被り保険期間中に入院･手術をされた場合にお支払対象となります｡人間ドックのための入院や､正
常分娩､美容整形上の手術等はお支払対象外となります｡詳しくは｢補償の概要等｣の｢医療補償｣のページを
ご確認ください｡

Ｑ︓検査入院しました｡入院保険金の請求はできますか｡
身体に異常がありその原因を精査するための入院をされた場合は､治療を目的とした入院としてお支払の
対象となります｡人間ドック等のための入院はお支払いの対象外となります｡

Ｑ︓帝王切開や吸引分娩は手術保険金の対象となりますか｡
対象になります｡吸引分娩の手術に関しては基本的にはお支払対象となりますが､健康保険の適用がない場
合(｢公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術｣で
はない場合)はお支払の対象外となる可能性がございます｡

Ｑ︓角膜を強靭化するレーシックの手術をしたが､医療補償の対象となりますか｡
レーシック手術は健康保険対象外のため､医療補償でも保険金のお支払対象外となります｡手術保険金の補
償の対象になるのは､｢公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙
されている手術｣となります｡

Ｑ︓海外で入院した場合も補償されるのでしょうか｡
日本の病院(医療法に定める日本国内にある病院または診療所)と同程度であると東京海上日動が認めた医
療施設への入院であれば､対象となります｡

【医療補償】
Ｑ︓現在妊娠していますが加入できますか｡

妊娠されている方も加入可能ですが､告知時点で正常分娩以外の入院(帝王切開等)が決まっている場合等､
健康状態告知の質問に｢あり｣がある場合はご加入頂けません｡

Ｑ︓日帰り入院は補償の対象になりますか｡
病院から発⾏された領収書や診療明細書で｢入院料｣が算定されている場合や､診断書の入院期間欄に記載が
されている場合等はお⽀払の対象となります｡

Ｑ︓手術保険⾦の⽀払われ方について知りたい｡
｢公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術｣が対
象(ただし､傷の処置､切開術(皮膚､⿎膜)､抜⻭等お⽀払いの対象外の手術もあります｡)です｡また､入院中以
外の手術か入院中の手術か､重⼤手術に該当するかにより⽀払倍率が決まります｡詳しくは､｢補償の概要等｣
の｢医療補償｣のページをご確認ください｡

Ｑ︓骨折し､ギプスで固定しています｡通院保険金の支払いはどうなりますか｡
通院された場合､傷害補償の通院保険金を通院された日数に応じてお支払いします｡また､ギプス等で固定
した箇所が長管骨や長管骨に接続する上肢または下肢の三大関節部分､脊柱､顎骨または顎関節等であった
場合には､常時装着した日数を通院した日数に含んで通院保険金をお支払いできる場合があります｡※手や
足の指の固定の場合は､ギプスを常時装着していても通院した日数に含むことができず､実際に通院された
日数に応じた保険金のお支払いとなります｡

【傷害補償】



【ホールインワン･アルバトロス費⽤】
Ｑ︓セルフプレーでのゴルフの際にホールインワンを達成した場合､目撃証言は誰にもらうのですか｡

ホールインワンの請求には①同伴競技者および②同伴競技者以外の第三者の目撃証明が必要となります｡
キャディーを同伴していないセルフプレーの場合は､同伴競技者以外の第三者(同伴キャディの他に､ゴルフ
場の使用人や関連業者､公式競技の競技委員､先行･後続のパーティーのプレイヤー等をいいます｡)の目撃証
言がある場合に限り保険金をお支払いします｡
※ただし､同伴競技者以外の第三者には､帯同者は含みません｡なお､ビデオ映像等によりその達成を客観的
に確認できる場合は､目撃証明の代替とすることも可能です｡

【個人賠償責任】
Ｑ︓補償の対象となる受託品とはどのような物ですか｡

国内で他人から借りた物や預かった物で､レンタル用品(例：レンタル中のスーツケースを旅行中に壊した)
や､他人から借りている物(例：他人から借りた旅行カバンを盗まれた)等が対象となります｡ただし､携帯電
話やスマートフォン､１個または１組で100万円を超える物等はお支払いの対象外となります｡詳しくは､
｢補償の概要等｣の｢個人賠償責任｣のページをご確認ください｡

Ｑ︓｢一時⾦払タイプ｣と｢年⾦払タイプ｣の両方に加入することはできますか｡
加入できます｡両タイプのご加入をご希望の方は､加入依頼書が別途必要となりますので､代理店までご連絡
ください｡

Ｑ︓成人病で入院する場合､成人病追加⽀払特約をセットしていないと補償してもらえないのでしょうか｡
成人病追加⽀払特約を付帯していなくても基本補償で補償されます｡成人病追加⽀払特約を付帯し成人病で
入院された場合､基本補償の疾病入院保険⾦と成人病入院保険⾦を合算した保険⾦をお受け取りいただけま
す｡

【携⾏品損害】
Ｑ︓携帯電話･スマートフォンを落として画⾯が割れてしまいました｡携⾏品損害補償で対象となりますか｡
対象となりません｡携帯電話･スマートフォン･ノート型パソコン等は補償の対象外となっています｡対象外と
なる携⾏品については｢補償の概要等｣の｢財産に関する補償｣の携⾏品特約のページをご確認ください｡

【介護補償】
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Ｑ︓先進医療にはどのようなものがありますか｡
先進医療とは､新しい医療技術･患者ニーズの多様化等に対応することを目的に､厚生労働⼤⾂が定めた基準
に合致した医療機関で⾏われる⾼度な医療技術等をいいます｡認定されている医療技術､医療機関等の詳細
は厚生労働省のホームページをご参照ください｡なお､保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性
があります｡

Ｑ︓既存の疾病があるのですが､新規加入はできますか｡
お申込時に｢健康状態告知書｣に正確にお答えください｡告知内容によっては､残念ながらご加入できないこ
ともございます｡



□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額､免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料･保険料払込方法
□保険の対象となる方

本確認事項は､万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう､ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること､ご加入いただくうえで特に重要な
事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです｡
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます｡
なお､ご確認にあたりご不明な点等がございましたら､《お問い合わせ先》までご連絡ください｡

確認事項 傷害補償 医療補償 がん補償 介護補償 左記以外
の補償

□加入依頼書等の｢生年月日｣または｢満年齢｣欄､｢性別｣欄は正しくご記入いただいていますか？ ― ○ ○ ○ ―

□加入依頼書等の｢職業･職務｣欄､｢職種級別｣欄は正しくご記入いただいていますか？
※各区分(ＡまたはＢ)に該当する職業例は下記のとおりです｡
○職種級別Ａに該当する方：
｢事務従事者｣､｢販売従事者｣等､下記の職種級別Ｂに該当しない方

○職種級別Ｂに該当する方：
｢自動車運転者｣､｢建設作業者｣､｢農林業作業者｣､｢漁業作業者｣､｢採鉱･採石作業者｣､
｢木･竹･草･つる製品製造作業者｣(以上､６職種)

※交通事故傷害危険のみ補償特約､ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットしている場合には､
確認不要です｡

○ ― ― ― ―

●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください｡
□保険の対象となる方が｢健康状態告知｣欄に正しく告知いただいていますか？
*1 介護補償については､保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象とな

る方の健康状態を確認したうえで､代理で告知いただくことも可能です｡

― ○ ○ ○ *1 ―

□加入依頼書等の｢他の保険契約等｣欄は正しく告知いただいていますか？ ○ ○ ○ ○ ○

特に｢保険金をお支払いしない主な場合｣､｢告知義務･通知義務等｣､｢補償の重複に関するご注意*1｣についてご確認ください｡
*1 例えば､個人賠償責任補償特約をご契約される場合で､他に同種のご契約をされているとき等､補償範囲が重複することがあります｡
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･ 二次元コードをご利用できない方
および
･ 個人賠償責任
･ 借家人賠償責任
･ 住宅内生活用動産
･ 携行品損害
･ ホールインワン･アルバトロス費用
の事故の受付につきましては､お電話での事故受付と
なります｡下記､事故受付センターへご連絡ください｡

※ご請求に必要な書類につきましては代理店および保険会社より依頼のあった書類を全てご用意ください｡

● 入院･通院保険金のご請求額が30万円(手術保険金を含めない金額)を超える
場合､診断書のご提出をお願いします｡

● 手術保険金をご請求される場合､診断書･診療明細書･手術同意書等､手術の
内容が確認できる書類の提出をお願いします｡

● ”診療明細書および領収書”をご提出いただくことで､診断書のご提出を省略いた
だけます｡

● ただし､以下のいずれか1つにでも該当する場合は診断書のご提出をお願いいたし
ます｡
･ご契約に補償対象外となる病気､症状が設定されている場合
･先進医療特約､成人病追加特約の付帯があり､これらの特約の保険金(先進医
療保険金､成人病入院保険金等)をご請求いただく場合
･重大手術の倍率変更特約のうち｢がんに対する開頭･開胸･開腹手術および四
肢切断｣に該当する手術保険金をご請求いただく場合

● 診断書が必要です｡

● 保険金請求書､診断書(保険会社所定の介護補償用)､公的介護保険制度の
要介護認定等を証明する書類のご提出をお願いします｡

● 状況に応じて､同意書や戸籍等の書類をご提出いただく可能性があります｡

● 相手との示談交渉を行う前に保険会社への報告が必要です｡保険会社へのご連
絡がないまま賠償金を支払われた場合にはお支払いできないことがあります｡

● 修理をした場合は､領収書の本紙が必要です｡
● 破損状況を写真に撮りご提出ください｡
● 見積書､修理不能証明書のいずれかが必要です｡
● 盗難事故発生時は必ず警察へ届けてください｡

● 同伴競技者､同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等)およびゴルフ場の支配
人等のそれぞれが署名もしくは記名捺印したホールインワンもしくはアルバトロス証
明書または映像等のうち､当社が求めるすべてのもののご提出が必要となります｡

上記に記載のない補償については､下記“東京海上日動安心110番”､または最寄りのMHI保険サービスにご連絡ください｡

加入者票の二次元コードをスマートフォンで読み
取ると､直接専用サイトで事故の受付ができます｡
証券番号･二次元コードは毎年５月１日に変更
となります｡事故日が｢団体保険加入者票｣の保
険期間内であることを必ずご確認ください｡事故日
が保険期間外の場合､事故の受付が出来ません
のでご注意ください｡

受付時間：24時間365日

から
東京海上日動へ直接 が
できるようになりました！


